
契約について理解しよう（P3）

物・サービスの購⼊は事業者との契約、契約成⽴のタイミングの理解。
契約前に確認すべきこと、契約により発⽣する権利と義務の理解。

消費⽣活（その典型は買い物）
の基本的ルールの理解

消費者庁「社会への扉」p3
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/materi
al_010/student.html



契約の基礎
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消費⽣活を営む上で、多様な契約を交わしていることを
理解できるようにする。

契約の基礎︓以下について理解できるようにする。
•契約と約束の違い

• 契約とは「法的責任」を伴う約束の
ことで、社会で決められた⼀定の
ルールにしたがう必要がある。

•契約成⽴のタイミング
•契約成⽴後の義務

約束
当事者間の合意で

成立する。

守る責任がある。

契約
法的責任を

伴う約束



・契約の基本は「契約を守ること」。解約・取消はできないのが基本。
契約により消費者と事業者双⽅に「権利と義務」が発⽣
⇒権利が守られるようにし、義務を履⾏する責任

事業者が⼀定条件で
の取消・解約を可能
にしていることが多
いが、飽くまでも
サービスである。

契約について理解しよう（P4）
⼀番の⼤きなポイント

消費者庁「社会への扉」p4
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/materi
al_010/student.html



契約の成⽴︓理解させたいこと
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ええ、
まあ・・

はっきり断ら
ないから承諾
したことにし

よう

意思表示を
はっきりする

本人の承諾で
成立する

ね、悪い話
じゃないで

しょ。



契約の成⽴︓理解させたいこと
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契約説明書

こんな条件とは
知らなかった！！
・・え、２年間は
解約できない！？

契約をやめたくなっても、一方的には解約できない。契約解除
することで、相手に損害がでると違約金が発生したり、契約の
期間が決まっていたりすると、簡単にやめることはできない。

電話や口頭だけ
でも成立する

成立後は、一方的
にやめられないの

が原則

契約するのは

簡単だったの
に・・！



契約に関わる内容︓理解させたいこと
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内容に納得して
から契約する

何だかよく分か
らないけど、工
事しないと大変
なことになるの

かな・・

ハハハ、まんま
と引っかかって
くれそうだ。



契約に関わる内容︓理解させたいこと
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高額な契約は、
契約内容を書面
で出してもらう

先日買った投資用教
材、やっぱり怪しい

と思い・・。

え！契約書？そんな
ものありません。

事業者の名前も所在
も分かりませんか。
それでは解約手続き
ができませんが・・。



契約の成⽴︓理解させたいこと
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本人の申込み
が成立の条件

他人が勝手に申込
みしたものは、

無効

契約は本人が申込したものでなければ無効であり、他人名義で
申込することは違法行為となる。親の名前で登録したり、親の
クレジットカードを勝手に使うのも違法行為になる。



契約に関わる内容︓理解させたいこと
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知らないうちに自分の名義が使われた契約
は無効だが、他人が勝手に契約したことを
証明することは簡単ではない。

契約書どおりに
支払わせるのが

俺の仕事や

自身の本人証明
書類はきちんと

管理

名義貸しを
しない



契約がやめられる場合

法的に取消できる場合でも、実際には事業者が応じないこ
ともある。契約、特に⾼額・⻑期にわたる場合は慎重に︕
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原則
やめられ
ない

商品や表⽰、販売⽅法に問題があれば、契約
の取消しができる場合がある。

店と相談して返品できる場合がある。

未成年者の契約は取消ができる場合がある。


